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── 産休・育休と業務の調整はどのようにされましたか。

　弁護士登録3年目の1994年に第一子を出産し，以
後それぞれ3歳違いで第二子，第三子を出産しました。
現在と異なり産休・育休制度も根付いていない時代で，
私の場合は幸運なことに母子ともに健康な出産でした
ので，3人とも，出産予定日直前まで働き，出産から
1か月で仕事に復帰しました。私の母が弁護士で，出
産に際して「経験が少ないうちは特に，実務を長期間
離れれば勘が失われるし，依頼者も待ってくれない」
と言われていたことも影響しています。業務を他の弁
護士に代わってもらうこともほとんどなく，依頼者から
事前の了承を得て，裁判所期日の間隔を若干長めに設
定する程度でした。当時の所属事務所では出産は快く
受け入れてもらいました。
── 子育てに関し周囲の方からはどのような協力を受けま
したか。

　子どもが保育園に入園するまで数か月はシッター兼
家事代行の方にほぼ終日自宅に来てもらっていました。
保育園に入ってからは，シッターさんに頼む時間も徐々
に短縮しましたが，私の父は既に他界し，母も仕事を
しており，夫も転勤族であったため，親族の助けだけ
では到底足りず，シッターさんに加えていわゆるママ
友，事務員さんなどあらゆる周囲の協力を得て必死で
乗り切ったという感じです。
── 子育てに関しどんなことを心掛けていましたか。

　人に任せても良いところと，親としてやらなければ

ならないところを区別して，後者については時間と労を
惜しまず，関わるようにしていました。子どもの友達と
週末に一緒に遊び，家族ぐるみのつきあいをして，情報
交換をしました。
──お子さんたちの出産と前後して，委員会の副委員長も
務められるなど，特にお忙しい中で会務への関わりを続けて
来られたのは，どのような意識からでしょうか。

　会務が楽しかったからです。弁護士の仕事の原点は，
困っている人を助けるということだと思いますが，会務
活動では，そういった原点を肌で感じることができ，自
分のコアの部分になりました。特に若いうちに積極的に
委員会活動を行い，会務を通じて先輩・同期などの知
り合いを増やし，自分が弁護士として何をしたいのかを
探しながら活躍の場を広げていってほしいと思います。
子育ては一時期ですが弁護士は一生続きますから長い
目でとらえてほしいと思います。
── 弁護士の男女共同参画に関し，弁護士会や法律事務
所・組織等の職場に求められることは何でしょうか。

　委員会における女性会員の比率の目標は達成しつつ
あり，今後，女性の理事者も増えていくと思います。
しかし，セクハラや就業上の性差別等，表面化しにくい
深刻な問題は根深く残っています。弁護士会でも法律
事務所等の就業の場でも，弁護士の出産や育児参加を
自然なものと捉え対応できる柔軟性が必要です。女性
が躊躇することなく出産・育児をしながら仕事や会務を
続けることが当たり前，という意識と事実が根付いて
いくよう後押ししていきたいと思います。
── 子育て世代の男性会員・女性会員へのアドバイスを
お願いします。

　さまざまな弁護士人生があります。子どもがいるかど
うかにかかわらず，自分の人生を長いスパンで考えて，
自分にとって本当に意味のあることに重点を置くように
するとともに，仕事でも家庭でも，自分にしかできない
ことと他人に任せられること，その時にしかできないこ
とと後回しにできることを，常に区別しながら，優先順
位を意識して時間をやりくりしていっていただきたいと
思います。
──ありがとうございました。

聞き手：男女共同参画推進本部 事務局次長　坂野 維子（57 期）
　委員　八倉 美緒（59 期）

第17回　優先順位を意識して両立を～芹澤眞澄副会長に訊く～

― 男女共同参画推進本部 連載 ―

性別にかかわりなく，個性と能力を発揮できる弁護士会を

── 産休・育休と業務の調整はどのようにされましたか。

3人のお子さんたちが小さかった頃に家族でタケノコ狩りに行ったときの1枚

　芹澤眞澄副会長に，弁護士登録後25年間の業務・
会務と3人のお子さんの子育ての両立について，お話を
伺いました。
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第1　事案の概要

１　セメント輸送等の輸送事業を営むY社は，従業

員の定年を60歳と定め，定年退職者を更新のある

有期の嘱託社員として65歳まで再雇用していた。

Y社の正社員就業規則等によれば，正社員には，

職務給，精勤手当，住宅手当，家族手当，役付手

当及び賞与（原則として基本給5か月分）が支給

される一方，嘱託社員の労働条件を定める「定年

後再雇用者採用条件」によれば，これらの賃金，

賞与が支給されず，両社員間の労働条件に相違

（本件相違）があった。

２　Xらは，Y社の正社員として21年間から33年間

勤務し，定年後も，嘱託社員として，従前と同様

にバラセメントタンク車（撒車）の乗務員として勤

務した。その業務の内容は，正社員と同じく，撒

車に乗務して指定された配達先にバラセメントを配

送するというものであったが，賃金の総額は定年時

の約70％に減額されていた。

３　Xらは，本件相違が労働契約法（労契法）20条

の規定する有期雇用を理由とする不合理な差別に

当たると主張して，Y社に対し，主位的に賃金に

関し正社員と同一の就業規則等の規定が適用され

る労働契約上の権利を有する地位の確認，並びに，

同規定が適用されたとした場合に支払われるべきで

あった賃金と実際に支払われた賃金との差額及び

遅延損害金の支払を，予備的に不法行為に基づく

損害賠償を請求したところ，裁判所はXらの主位

的請求を認容した。

第2　争 点

１　労契法20条が定める不合理な差別の解釈

２　労契法20条違反が認められる場合における原告

らの労働契約上の地位

第3　裁判所の判断

１　争点1について
⑴　Xら嘱託社員の賃金の定めは，Y社の正社員の

賃金の定めと相違しているところ，労契法20条は，

両者間の相違が有期契約であることに関連して発

生している場合を規制しているもので，これを，有

期契約であることを理由として発生している場合に

限定して解釈する合理性はない。本件相違は，両

者の賃金規定等の相違が原因となって発生してい

るから，これが有期契約であることに関連して発生

した相違であることが明らかである（再雇用契約で

あることによる相違にすぎないとのY社の主張は採

用できない）。

⑵　労契法20条は，両者の相違が不合理か否かの判

断要素として，①職務の内容，②当該職務の内容

及び配置の変更の範囲（以下，①②を併せて「職

務の内容等」という）を明示し，これらを特に重

要な考慮要素と位置付けている。また，労契法20

条と同じく非正規労働者の保護を目的とするパート

タイム労働法9条は，短時間労働者について，職務

の内容等が通常の労働者と同一である限り，その

他の事情を考慮することなく，賃金を含む待遇につ

いての差別的取扱いを禁止している。したがって，

両者に①②の相違がないにもかかわらず，賃金額に

相違を設けることは，その相違の程度にかかわらず，

これを正当と解すべき特段の事情がない限り，不

合理との評価を免れないが，本件においては，両

者に①②の相違は認められないし，Xらの業務遂行

能力が定年後に劣化したというような事実も窺われ

ない。

　　そうすると，本件相違に合理性があるというた

～労働法制特別委員会若手会員から～

第45回  東京地裁平成28年5月13日判決
（長澤運輸事件）〔労働判例1135号11頁〕

労働法制特別委員会委員　松永 成高（66 期）
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めには，特段の事情の存在が必要となるところ，

定年後再雇用者の賃金を定年時のものから引き下

げること自体は一般的に合理性を肯定できるが，

再雇用者の職務の内容等が全く変わらないまま賃

金だけを引き下げるということが広く行われていた

り，そのような慣行が社会通念上も相当なものと

して広く受け入れられていたりする事実は認められ

ない。

⑶　また，Y社の賃金制度は，基本給において新規

採用者と最熟練者との間でも年間64万円程度であ

るにもかかわらず，Xらの再雇用後の賃金減額幅は

これを遥かに超えており，Y社がここまで再雇用者

の賃金を削減しなければならない財務状況にあった

とも認め難い。さらに，このような賃金額が，Xらが

所属する組合との誠実な団体交渉により合意（修

正増額）されたとのY社の主張も認めがたく，結局，

特段の事情は認められないから，本件相違は，労

契法20条に該当する不合理な差別となる。

２　争点2について
⑴　労契法20条は訓示規定ではなく，民事的効力を

有する規定であると解されるから，同条に違反する

労働条件の定めは無効である。

⑵　被告の正社員就業規則3条は，「この規則は，会

社に在籍する全従業員に適用する。ただし，次に

掲げる者については，規則の一部を適用しないこと

がある」と定め，その一部を適用しないことがある

者として「嘱託者」を掲げている。嘱託社員の賃金

の定めが無効であれば，嘱託社員にも正社員就業

規則等が適用される結果，これは，正社員の賃金

の定めと同じものになる。

第4　検 討

１　本判決は，「同一労働同一賃金」の問題に正面

から答えた重要な判決である。本判決の特徴は，

労契法20条が規定する有期労働者と無期労働者の

職務の内容等の同一性を実態に即して判断し，こ

れが実質的に同一であれば，両者間の賃金差別を

正当化する特段の事情がない限り当該差別は不合

理なものと判断されるとの基準を示した点，及び，

有期労働者の賃金の定めが同条に違反し無効であ

れば無期労働者の賃金規定が適用されるとした点

にある。

２　平成24年改正後の高年齢者雇用安定法は，原

則として，従業員を65歳まで雇用することを企業

に義務付けているところ，本件のように，定年を

60歳とし，その後は，65歳まで更新される有期の

再雇用制度を導入している企業が多い。

　　労契法20条も平成24年に追加されたものである。

その際の施行通達（平成24年基発0810第2号）は，

定年の前後で職務の内容等が変更されることが一

般的であるとするが，現業労働者の場合は定年の

前後でさしたる変化が生じないことも考えられる。

本判決は，このような場合は再雇用に際し賃金を

引き下げることは原則として許されないとの基準を

示したものであり，実務に与える影響は大きいと思

われる。

３　本判決は，労契法20条に違反する労働条件の定

めを無効とした上で，無期労働者に適用される就業

規則の解釈により，これが有期労働者にも適用さ

れるものとした。このような解釈が可能であるかは

事案（当該就業規則の解釈等）によると考えられ，

有期労働者は，無期労働者との間の賃金の差額相

当額を損害賠償として求めるほかない場合もあり

得よう（ハマキョウレックス控訴事件：大阪高判

平成28年7月26日参照，判例集未登載）。なお，

本件は控訴されており，控訴審の判断が注目され

る。
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刑弁でGO! 第69回

刑事弁護委員会 副委員長　浦城　知子（59 期）
委員　大久保博史（62 期）

控訴審における弁護活動と裁判所の着眼点

1　高裁ペーパーの内容

　本年5月20日，東京高等裁判所から，各刑事部か

らの控訴審弁護人に対する意見をまとめた「控訴審に

おける弁護活動について」及び，この骨子である「控

訴審における弁護活動において改善を要するもの（骨

子）」（以下「高裁ペーパー」という）が弁護士会に

提供された。翌月8日には，東京三弁護士会主催の

裁判員特別研修「控訴審弁護技術研修会」が行われ，

講師の井上弘通判事（東京高等裁判所第12刑事部

部総括判事）から，高裁裁判官から見た弁護活動の

留意点についてご講演いただいた。両者に共通するの

は，控訴審の事後審性に理解を求める点であり，「控

訴審が第1審判決に事実誤認があるというためには，

第1審判決の事実認定が論理則，経験則等に照らし

て不合理であることを具体的に示すことが必要であ」

って，「このことは，裁判員制度の導入を契機として，

第1審において直接主義・口頭主義が徹底された状況

においては，より強く妥当する」と判断した最判平成

24年2月13日（刑集66巻4号482頁）を踏まえたも

のといえる。

　同ペーパーについて高裁からは，確定した解釈・見

解ではなく各担当部からの意見であり，弁護人側から

の意見・反論を聞きたいとの説明が付されている。控

訴審を担当する弁護人としては，高裁裁判官の現時

点における問題意識を認識・理解しておくことは個々

の弁護活動をする上で極めて有益であり，高裁ペーパ

ーはその貴重な資料といえる。

2　弁護人側からの意見・指摘事項

　控訴審が第一審判決の当否を審査する事後審である

とされており（最判昭和25年12月24日（刑集4巻12

号2621頁）など），そのことを踏まえて形成された判例

法を十分に理解して弁護活動にあたる必要があること

は，弁護人側からしても異論のないところである。

　もっとも，弁護人の立場からは，控訴審に期待する

役割のうち最も重要なのは被告人の救済，とりわけ誤

判からの救済であることは言うまでもない。控訴審に

おける事実取調べについては，被告人の救済のために

真に必要な証拠の存在を見出した場合には，控訴趣

意書において当該証拠に依拠した主張を展開した上で，

やむを得ない事由が見出せなくても事実取調請求を

行うことは十分に考えられるという意見がある。すなわ

ち，控訴審弁護人として事実関係に争いのある事案で

誠実義務・最善努力義務（職務基本規程5条，46条）

を果たすにあたっては，原審で不同意になった証拠，

原審で開示を受けた証拠等を検討することは不可欠の

弁護活動であるといえる上，控訴審段階でも被告人及

び関係者らからの事情聴取，弁護士会照会等の証拠

収集，関連判例・書籍の調査等を行うことも必要とさ

れる事案が殆どであり，無罪方向の事実を示す証拠を

発見した場合（ないしは当該証拠が無罪証拠の推認

力を持つという評価を新たに見出した場合）には，そ

の発見を弁護活動にフィードバックすることが当然に

求められる，という意見である。

　これについては，公判前整理手続導入後・裁判員

裁判導入後であっても，実際に第一審判決が破棄さ

れた事案の中には，弁護人が新たな証拠を請求し，そ

トピックス
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れが採用されている事例も多数報告されており，裁判

所としても，控訴審の制度自体には何らの変更も加え

られていない以上，たとえ「やむを得ない事由」を欠

く事実取調請求であっても，重要なものについては職

権で採用している現状も指摘されている。

3　最後に

　高裁ペーパーは，現在の高裁の着眼点について弁護

人側に明らかにしたものであり，控訴審において効果

的な弁護活動を行う上で極めて有益な資料である。一

方，高裁ペーパーは主に手続面から裁判所の考えると

ころのあるべき弁護活動について言及したものといえ

るが，弁護人側としては被告人の利益を図るために必

要な弁護活動を抑制すべきではない。充実した控訴審

の弁護活動を行うために高裁ペーパーを参照すると共

に，各自が弁護人としての問題意識をもって，最善の

弁護活動に臨んでいただきたい。

１　事後審である控訴審の手続に対する理解不足
 （事実誤認関係）
・ 最高裁の判例を踏まえ，原判決の認定，判断が論理則，

経験則等に照らして不合理なことを具体的に原審の
証拠を踏まえて指摘すべきであるのに，その指摘がな
いもの

・ 事後審として原審記録を援用し，原判決の事実認定
を指摘する弁護活動をすべきであるのに，続審である
かのように新たな証拠に依拠して事実誤認を主張する
もの

・ 事実誤認を主張し，理由を示すことなく，原審で取調
べ可能であった証拠や原審で取り調べた証人について
事実取調請求するもの

・ やむを得ない事由について，その主張のない事実取調
請求やその解釈を誤った主張（原判決が予想外の結
果であったなど）

・ 必要とされる訴訟記録や証拠の援用の不存在
 （情状関係）
・ 原判決後の情状のみを記載した量刑不当の主張（複

数あり）
・ 原判決後の情状を主張しているのに事実取調請求がな

いもの
 （身柄関係）
・ 控訴審における権利保釈の不適用の看過等

２　原審記録の検討不十分
・ 記録検討不十分のまま作成したとうかがわれる趣意書

・ 真の争点を意識しない網羅的な主張
・ 原審弁論をなぞる趣意書，原判決の問題点を指摘し

ない主張
・ 原判決に記載のない原審論告要旨に記載された事実

についての誤認の主張，違法収集証拠の主張を法令
適用の誤りとして主張

３　被告人にとって有利とはいえない弁護側立証
・ 争いのある性犯罪事件で被害者参加がされている場合

の被告人質問での謝罪
・ 性犯罪事件の損害賠償命令の履行をしたが，被害感

情が全く和らいでいないのに，被害者が参加する法廷
で被害感情が完全に慰藉されたと主張し，被害感情
を逆なでするもの

４　原審国選弁護人が控訴審の弁護人を希望する場合
の問題

・ 原審で選任されたという理由だけで控訴審の選任を希
望する上申書を提出するものや，裁判所の再度の選
任希望の意見を付していないのに選任され，結局は解
任された事例

５　書面の不提出
・ 弁論を行ったが，口頭主義を徹底するとして書面を全

く提出しない例

以上

（高裁ペーパー全文）
平成28年5月20日

控訴審における弁護活動において改善を要するもの（骨子）
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──まず，御社の概要（事業内容，企業規模，歴史，弁護士

所属数等）を教えてください。

　山田ビジネスコンサルティング株式会社は，税理士法人

山田＆パートナーズを母体として2000年に設立された会

社であり，持株会社である山田コンサルティンググループ

株式会社（JASDAQ上場）傘下の中核会社です。歴史的

には税理士法人を母体とするため税務会計に強みを持ちな

がら，主に中小企業を対象とする事業再生コンサルティング

を中心に発展してきており，現在はM&A・事業承継コン

サルティング，医療機関向けコンサルティング，海外事業

コンサルティングなど，様々なフェーズで企業・事業者の

経営支援を行っています。

　従業員数はグループ全体で約1400名，当社だけで見ると

約600名となっています。弁護士数ですが，グループ全体

では13名，当社では3名が所属しています。

──インハウスロイヤーとして法務部に所属されているので

しょうか。

　インハウスロイヤーというと，通常は企業の法務部門に

所属する弁護士を思い浮かべるのではないかと思いますが，

私は資本戦略本部というM&A・事業承継コンサルティング

を行う部署に所属しており，主にM&Aアドバイザリーの業

務に従事しております。他のコンサルタントと同じ立場で

仕事をしているため，所属する企業の法務を中心に仕事を

する方とはかなり立場が異なると思います。

── M&Aアドバイザリーとは，具体的にどのような業務なの

でしょうか。

　M&Aのニーズは，売る側からみれば，事業の後継者が

不在の場合，経営難からの脱却・再生のためにスポンサー

を必要とする場合，戦略的に主要な業務でない事業の売却

をして経営刷新を図る場合，投資ファンドによるEXIT

（投資の回収）など，様々な局面で生じます。

　私の仕事は，このようなM&Aの需要を探し，企業買収

ニーズのある企業とマッチングすることに始まります。その

後は，M&A当事者双方の間に立って，スキーム設計やス

ケジューリング，事業・財務デューデリジェンスやバリュー

エーション（事業の経済性評価）といった，クロージング

までの多岐にわたる実行支援を行い，案件をリードして

M&Aの成功に導くのがアドバイザーの仕事です。

──どのような経緯で入社されたのですか。

　今の会社には2年ほど前に転職で入社しました。司法修

習を終えて弁護士登録をした直後は，一般民事や刑事事

件などを中心にするいわゆる町弁事務所に勤務したのです

が，1年で辞めて現職に就いています。

聞き手：新進会員活動委員会委員　千﨑 英生（65 期）

第65 回

インハウスロイヤーに聞く
 vol.4 山田ビジネスコンサルティング株式会社

via moderna　
—連載  新進会員活動委員会—

新しい道

新進会員活動委員会では，各分野で活躍している若手弁護士へのインタ

ビューを行っています。今回は，インハウスロイヤーへのインタビュー企画

の第4回として，山田ビジネスコンサルティング株式会社にてご活躍され

ている朴日豪会員（65 期）にお話を伺いました。 
※本記事は2016年8月5日現在の情報をもとにしています。

朴 日豪会員（65期）
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──どうして，法律事務所から企業へ転職をされたのですか。

　前職では個人の依頼者に寄り添う仕事に大きなやりがい

も感じていたのですが，一方で，自分自身が，社会人経験も

なく，ろくに世間も知らないことに疑問を持っていました。

　世の中を動かす大きな原動力の一つが経済活動ですし，

多くの人は会社に勤めたり，事業を立ち上げたりして経済

活動の中で日々を送っているわけですが，自分が，そんな

世の中の当たり前を知らずに，法律的な側面だけで切り取

ってものごとを判断していると錯覚し，何だか奇妙に感じて

いたのです。それで思い切って企業法務にかかわるために

転職活動を始めました。

　はじめは漠然と企業法務の仕事をしたいと考えていたの

ですが，就職難の中で，自分を受け入れてくれる企業法務

系の事務所を探すことは至難の業でした。そのため，法律

事務所ではなく，企業の法務部をいくつか当たってみよう

と考えましたが，企業プロパーの法的問題だけに取り組み

続けるというのが自分の理想と合わない気がして，なかなか

踏み切れませんでした。

　そんな状況で転職エージェントから紹介された現在の会社

でしたが，コンサルティングファームに就職するということ

は全く頭にありませんでした。しかし，今の会社の業務内容

を調べていくうちに，興味がわいてきて，履歴書を提出した

ところ，面接から採用までとんとん拍子に進みました。

── 法律事務所で働いていたときと比較して，今はどのような

苦労や，やりがいを感じていますか。

　やはり法律以外に求められるスキルが多いところは苦労

します。弁護士だから数字や経済は弱い，という言い訳を

したくなく，とても苦労することや惨めな思いをすることも

多いです。

　しかし，一方で，会計士や税理士，専門コンサルと日々

協働していく中で，それぞれの専門知識を持ち寄って案件

を進めていく過程はとても刺激的です。また，株主や社長，

従業員ら会社を取り巻く方々と，会社の売却や買収という

重要な局面において，関われることにはやりがいがあります

し，様々な業種・業界，それぞれの会社の事業内容や財務

内容を調査し理解していく過程には，通常の法律事務所で

は経験できないような面白みがあります。

── 弁護士会の活動，個人事件など会社業務以外の活動

状況について教えてください。

　会務活動については委員会の活動にできる限り参加して

おりますが，業務の都合で参加できない場合も多いです。

個人事件については，就業規則で兼業禁止となっておりま

すし，そもそも個人事件を行う時間を確保することが難しい

ですね。

　また，少し本題とずれますが，私は会社以外で特定非営

利活動法人Living in PeaceというNPOに所属して，マ

イクロファイナンスを通じた途上国の貧困削減と，児童養

護施設やその出身者への支援を通じた日本国内のこどもの

貧困削減に取り組んでいます。

　メンバーには金融機関出身者や監査法人で働く会計士，

コンサルタント，IT 関係など様々なバックグラウンドを持っ

た人がいてとても刺激を受けています。本業もそれなりに

忙しいので，結構ハードに感じることもありますが，ライフ

ワークとして続けて生きたいと考えています。

── インハウスロイヤーに関心のある若手弁護士へのメッ

セージをお願いします。

　弁護士にとって就職状況がシビアで，誰でも理想どおり

の職場に入れるわけではないのは間違いないと思います。

ですがそういう状況だからこそ，法律事務所なのかインハ

ウスなのか，という枠で考えるよりも，自分の人生や考えて

きたことを振り返ったり，今の自分を見つめ直して改めて

視野を広げてみたりすると，意外と選択肢も可能性も多い

ことに気づくのではないでしょうか。
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紀尾井町：1948－70 湯島：1971－93 和光：1994－

1 11 21 31 41 51 61 11

28期（1974/昭和49年）

わたしの修習時代

ゆとりが欲しい研修所教育

会員　大熊 政一（28 期）

　私は司法研修所28期だから，修習期間は1974年

4月から1976年3月までの2年間である。司法反動

の嵐が吹き荒れた直後の時期で，決して牧歌的な時代

だったわけではないが，そもそも修習期間が今の2倍も

あり，しかも給費制だったわけだから，今日の修習生と

比べるとはるかにゆとりがあったと思う。

　当時司法研修所は湯島にあり，私は世田谷区内よ

り小田急線から代々木上原で千代田線に乗り換えて

通っていたため，自宅から通うのに随分楽をさせても

らった。

　何しろ2年間の修習であるから，刑裁，民裁，検察，

弁護の実務修習もそれなりの期間があったし，実務修

習をはさんだ前期修習と後期修習もそれぞれ充実して

いたように思う。前期修習や後期修習では，通常の科

目以外に外部講師を招いての講演などが時々行われ，

いちいち名前は挙げないが，既に故人となっている著

名な人権派弁護士や公害事件や税務訴訟などそれぞれ

の分野の専門家として名を馳せていた弁護士による講

演を聞いて，非常に啓発された記憶がある。実務修習

ではそれぞれの期間が長く，特に弁護修習では裁判所

や検察庁と違って，配属事務所によっては期間の割に

は内容が充実しない面もあったかも知れないが，とに

かく一つの事務所に一定期間滞在させてもらい，実務

経験だけでなく，顧客との付き合い方，余暇の過ごし方

など様々なことを学ばせてもらう機会となった。今でも

修習期間は非常に短いながら，大勢の弁護士が所属

する集団事務所などに配属された場合には，随分充実

した弁護実務修習になる場合もあると思われるが，当

時はやはり期間が長い分だけ一般的に充実した実務修

習となっていたと思う。私自身は今私が所属している

ような集団事務所ではなく，個人事務所に配属となっ

たが，ここでの弁護修習で様々な経験をすることがで

きた。何十件も抱えている事件の依頼者から電話があ

ると，たちどころにそれぞれの事件の中身を記憶から

よみがえらせ，間髪を入れず事件の細かな点について

会話を始める先生の能力に驚嘆し，自分も果たしてこの

ようにできるようになるのかと不安に思ったこと，事務

局長に連れられて，遠出をして執行の現場に立ち会わ

せてもらったこと，それなりに複雑な事案について調停

申立書の起案をまかせられ，当時はワープロもパソコン

も無かったため，手書きで原稿を書いたが，恐ろしく

悪筆だったため，初稿のままではなく下手な字ながら

私なりに清書して先生に見てもらったところ，当然加

筆訂正を受けるものと思っていたのに全く修正もなく，

そのままコピーしたものが裁判所に提出されて冷や汗を

かいたことなど，驚いたり，楽しかったり，恥ずかしか

ったりの印象が残っている。いすれにしても弁護士生活

の一端を垣間見させてもらった思いがある。

　今の修習期間はわずかに1年で，実務修習もそれぞ

れ非常に短い期間しかない。また前期・後期の修習期

間も短く，通常の教科以外の講演等のカリキュラムも

皆無ではないものの，我々の時代ほどの余裕がないた

め，必ずしも十分ではないと推測される。しかし直接

実務に役に立たなくとも，学ぶべきことはあり，すぐれ

た法曹としての資質を涵養するためには，そのような

一見無駄とも思われる教育が必要ではないかと思う。
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笑う健康法6868 期リレーエッセイ

1　はじめに
　私が弁護士になった理由には色々あるが，その中の

一つとして，接客業が好きであるという理由がある。

私は，人と接する仕事がしたくて，学生時代には，アパ

レルのショップ店員や居酒屋のホールスタッフ等の接客

のバイトに取り組んでいた。自分が接客した結果として

お客様がお店の商品を購入してくれたり，笑顔で帰って

もらえた時には，最高に嬉しくやりがいを感じ，当時，

働くことが楽しくて仕方なかったのを覚えている。

2　接客業としての弁護士業の特色
　いうまでもなく，弁護士業は，お客様である依頼者

と接する仕事であり，接客業の一つである。

　服を売る場合，同じ商品でも接客の仕方（声のかけ

方やタイミング等）一つで売れ行きが大きく変わるのを

今まで何度も目の当たりにしてきたが，弁護士も，同じ

だけの知識や経験があっても，接客の仕方一つで事件

を依頼してもらえるか否かや満足度等に大きく影響する

という点で，他の接客業と共通しているのではないか

と思う。

　ここでは，逆に，弁護士として数か月間働いてみて，

弁護士業が他の接客業とは異なると感じる点について

述べてみたい。

⑴　責任の重大性
　例えば白と黒のワンピースのどちらを買うかどうして

も決められないお客様に，ショップ店員が白のワンピー

スをお勧めした場合，それを購入して失敗したとしても

お客様が数億の損害を被ったり，その後の人生を大きく

狂わせるということは考えにくい。

　一方，弁護士の場合，とりうる選択肢が複数ある中

で，お勧めするものを誤れば，会社を倒産に追いやっ

たり，依頼者の人生に甚大な影響を与えるという結果

を招くこともありうる。

　このように，他の接客業とは異なり，弁護士が助言

する際の責任は重大である。このことは，自分が弁護

士になり，様々な判断を実際に迫られるようになって，

改めて感じているところである。

⑵　自分よりも知識が豊富な依頼者への対応
　ショップ店員の場合，店内にある商品の配置場所や

特徴等の知識の点で，ちょっと買い物に立ち寄ったと

いうお客様に負けるということは，ほぼない。

　一方，弁護士の場合は，世の中には多種多様な業

種や個性の依頼者がいるため，依頼者の方が知識や経

験が豊富であり，弁護士がそれを追いかける形になる

ことは，私のような新人弁護士でない場合でも，少なく

ないのではないかと思う。そこで私が思うのは，普通の

接客業とは違って，弁護士は依頼者との間の信頼関係

を構築するのが難しいということである。これは，私が

先日受任した国選事件で，経験豊富な被疑者に当たっ

て苦しんだことから痛感したことである。知識や経験を

日々涵養することだけでなく，わからないことがあった

としても，話し方やフォローの仕方を工夫して，依頼者

を不安にさせないようにする技術も重要だと思う。

3　おわりに
　法律事務所を訪れる依頼者は，服を買ったり酒を飲み

に来るといったような，楽しい時間を過ごすことを目的

として相談に来ているわけではないが，依頼者に満足し

ていただき，笑顔になって帰ってもらいたいという気持

ちは，弁護士になった今も変わらない。そのためにも，

日々自己研鑽に励んだり，先輩弁護士の接客スキルを

吸収する等して，成長していきたいと思う。

会員　小倉 佳乃
接客業としての弁護士業
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心に残る映画

会員　宮川 光治（20 期）

『薔薇の名前』
1986 年／仏・伊・西独合作／ジャン＝ジャック・アノー監督作品

枯れし薔薇はただ名のみ虚しく残る

　原作はイタリア記号論学者ウンベルト・エーコの

1980年の小説。世界の読書界に衝撃を与えた。日本

では映画の公開後に90年東京創元社から河島英昭

訳で刊行され，雑誌などでその年の，後には戦後海外

ミステリーのベストワンに選ばれている。

　映画的に脚色されてはいるが，成功している。時は

1327年，場所は北イタリアの山上にあるカソリック

僧院。キリスト教社会最大の図書館を擁しているが，

そこは迷宮世界。この僧院に教皇側と皇帝側の高名

な僧たちが続々と集まってくる。聖と俗，正統と異端

を巡る論争に決着をつける会議が開かれるのである。

ところが，この僧院の写本僧が墜落死する事件が発生

した。悪魔の仕業か。そこに，ショーン・コネリー演

ずる僧バスカヴィルのウイリアムが到着する。その名は

シャーロック・ホームズと「オッカムの剃刀」で有名

なオッカムのウイリアムを連想させる。僧院長は密かに

事件の解明を依頼する。伴った弟子はクリスチャン・

レター演ずる見習修道士メルクのアドゾ。この若者が

ワトソン役なのだが，貧しい農民の娘との愛の物語が

切ない。

　映画は数十年後，人生も終わりに近い老僧アドゾが

回想するという形で進む。黙示録の七日間に沿うよう

に次々と発生する殺人事件。どうやら，アリストテレス

の「笑い」に関する一冊の本が関係している。犯人は

誰で動機はなにか。

　監督はデビュー作でアカデミー賞最優秀外国映画賞

を受賞し，これが三作目。後年の「セブン・イヤーズ・

イン・チベット」も素晴らしい。

　ショーン・コネリーはジェームズ・ボンド役以降低迷

の感があったが，ここでは，ロジャー・ベーコンやオッ

カムのような中世の知性人になりきり，鋭い知性ゆえ

に本に執着するという「ささやかな罪」を犯す人物を

彫り上げている。

　映画の後半に登場する敵役の異端審問官ベルナール・

ギーは実在の人物で，異端審問の技法に関する著述を

残している。演ずるF・マレー・エイブラハムは84年

「アマデウス」のサリエリ役でアカデミー賞主演男優賞

を受賞した名優である。彼の苛烈な異端審問の場面は

見どころの一つ。

　読んでから観るか，観てから読むか。私は87年日本

公開時に観て後に読むことになったのだが，難解な原

作も愉しむことができた。この映画ほど西欧中世世界

を見事に再現した作品はない。アナール派の歴史学者

たちが美術界の協力を得て，僧院のセット，壁の彫刻，

写本室等々，そして衣服・食器類・壺の細部に至るまで

完璧なレプリカ世界を作り上げている。セリフは英語だ

が，中世人の言葉づかいの再現に努めたという。何度

観ても飽きることがなく，新しい発見がある。この映画

を機に，しばらく私はこの時代に囚われ，「中世の秋」

に耽り，原作でさらに嵌った。

　93年春，故橋元四郎平先生が最高裁判事を退官さ

れた際に，この映画と原作をお勧めし，そのことが縁で

ご夫妻と二度にわたり中世ロマネスク建築を巡る長い

旅を妻ともどもご一緒することとなった。その思い出も

あり，観返すと，老僧アドゾのごとく寂寞たる思いに

襲われるのである。

『薔薇の名前』
ブルーレイ￥2,381＋税
DVD 特別版￥1,429 ＋税
ワーナー・ブラザース ホーム
エンターテイメント
ⓒ1986 Constantin Film 
Produktion. All rights 
reserved.
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コーヒーブレイク

1　「読書の秋」「食欲の秋」「スポーツの秋」と，秋に

はいろいろな魅力がある。私は，「文化の秋」の中で

も特に，学園祭（文化祭）を強く推したい。わずか

数日間のうちに，何か月もかけて準備してきた学生たち

のエネルギーが爆発する。この日常の中にある非日常

を体感できる機会は，この時期しかないであろう。

2　皆さんにも，自身の学園祭での思い出が少なからず

あるのではなかろうか。

　　私も高校や大学の頃は，文化祭や学園祭の主催側

に携わっていた。大学の頃に至っては，3年生までの

ほとんどの時間を費やしたと言ってもよい。ひとつの

ステージ企画のワンシーンを取っても，パフォーマー

の登場の仕方はこうした方がいいとか，照明はこの

パターンをあちら側から当てた方がいいとか，議論が

尽きなかった。また，主催側であるために参加団体と

の折衝も頻繁にあった。お互い1年に1度きりの機会

に向ける強い想いがある。議論が終わらずに何度終電

を逃したことか数えきれない。

3　今，冷静になって思い返してみると，なんと贅沢な

無駄遣いをしていたのだろうか。

　　1年に1度きりの企画に向けて，昼夜のほとんどの

時間を費やす。何の収益も上がらない企画に，アルバ

イトで稼いだお金の大半を注ぎ込む。今そのようなこ

とをしようものならば，家族や事務所から白い目で見

られることは間違いない。これでもかと時間と想いを

詰め込んでできる学園祭というものは，社会人にとっ

てはありえない，学生にしかできない，まさに日常の

中にある非日常なのである。

4　ぜひ，その時限りの非日常に飛び込んで，普段目を

向けないようないものに目を向けてもらいたい。

　　例えば，焼きそばの屋台ひとつを取っても，それは

決して原価百円足らずの焼きそばを300円で売って，

サークルの飲み代を稼ごうというだけのものではない

（とりあえずそういうことにしておく）。手作りの屋台

の装飾や学生の身に着けている衣装はそれぞれ異なる

し，そのひとつひとつの裏には彼らなりの想いがある。

時には，どこで見つけてきたのか奇抜な屋台もあり，

新たな発見も少なくない。

　　演劇や演奏といったパフォーマンスとなれば，それ

こそほんの数十分に彼らの1年間の想いが凝縮される

ので，その密度は非常に濃い。連日にわたって練習を

積み重ねてきたものが，ついにこの一瞬のために花開く。

　　展示企画や研究発表では，普段は部室内に籠って

行われている研究がこの時だけ日の目を見る。今まで

自分の見たことのないものばかりであり，もしかしたら，

二度とお目にかかることはできないかもしれない。

5　一見，学園祭は，学生たちの単なる馬鹿騒ぎにしか

見えないかもしれない。しかし，そこに込められた学生

たちの想いや，見たことのない何かに出会えるわくわく

感に思いを致すと，単なる馬鹿騒ぎではないのだろう。

　　学園祭や文化祭は，決して学生たちだけのものでは

なく，学生たちが生み出した日常の中にある非日常に

私たちを誘ってくれる。

　　これから10月，11月と学園祭シーズンになる。家族

の通う学校や自身の出身校あるいは近所にある学校に

立ち寄るのでもよいだろう。ぜひ，学園祭に足を運んで，

その時限りの非日常の空間を満喫してもらいたい。

会員　菊間 龍一（67 期）

学生でない人への
学園祭のすすめ
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　　前回の反響

　前々号の「同好会通信」に後藤会員の記事が掲

載されて間もなく，幾人かの会員の方から将棋会に

参加したいとの連絡をいただき，早速FAX送信名

簿とメーリングリストへ登録致しました。ここ数年

は，東弁新入会員歓迎会への参加，「知っておきた

い東弁情報」へのチラシ掲載，昨年度の「東京弁

護士会　囲碁・将棋祭り」開催といった機会を通

じて，効果的な広報が可能になっています。また，

有難いことに，初級者の方から「参加したい！」と

言っていただくことも増えました。そこで今回は，

近年入会した会員のうち，もともと初級者のレベル

にあった方々が，どのように将棋会の活動を楽しみ，

また上達していったかを，私の視点からお伝え致し

ます。

　　S会員の場合

　S会員は50期代の女性弁護士で，2012年7月

に初めて来会されました。入会当初は，駒の動かし

方を確認しながら慎重に進め，指導棋士の誘導で

「詰み」の形に持ち込んだ後も，念入りに「詰み」で

あることを確認されていました。その後，北尾まどか

女流二段の指導を受けて棋力が向上。現在では女

性チーム限定の団体戦のほか，「社会人団体リーグ

戦」にも参加されています。S会員の隠れた特技は

四コマ漫画を描くことで，かつては司法試験受験

情報誌に連載を持っていました。現在は将棋ファン

向けフリーペーパーでその腕前を披露しています。

　　M会員の場合

　M会員は60期代の男性弁護士で，2013年1月

に初めて来 会されました。M会 員の得 意 戦 法は

「四
し け ん

間飛
び し ゃ

車」。特に藤井猛九段の「四間飛車を指し

こなす本」を繰り返し読み，型を身につけることで

棋力を向上させました。現在は優に有段者の域に達

し，「職団戦」の弁護士チームでも活躍しています。

基本書を繰り返してマスターするあたりが法曹らしい

アプローチですね。

　　N会員の場合

　N会員は60期代の男性弁護士で，2015年10月

に初めて来会されました。風貌がプロ将棋界きって

の実力者である渡辺明竜王に似ているということで，

東弁将棋会では「竜王」あるいは「竜王の弟」が

愛称となっています。得意戦法はやはり「四間飛車」。

M会員らの「四間飛車党」と対局の検討をしている

姿をよく見かけます。

　　東弁将棋会への参加方法

　下記にご連絡下さい。幹事にて名簿に登録し，

次回交流会のご案内をお送りします。

［連絡先］省略

将棋会から

来たれ，初級者！

東京弁護士会公認 同 好 会 通 信

vol.5

将棋会　軽部 龍太郎（57 期）

1 3

4

2

5
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 法律学　　　　　　　　　　　　　　　　
『わたしたちの社会と法 学ぼう・法教育』関東
弁護士会連合会／商事法務

『市民法学の輪郭 「市民的徳」と「人権」の法哲
学』篠原敏雄／勁草書房

『公共政策学の将来』西村淳／北海道大学出版会
『持続可能社会への転換と法・法律学』楜澤能
生／早稲田大学比較法研究所

 外国法　　　　　　　　　　　　　　　　
『韓国法 第3版』高翔竜／信山社出版
『韓国軍と集団的自衛権』裴淵弘／旬報社
『ドイツ会社法・資本市場法研究』早川勝／中
央経済社

『法と企業統治の経済分析 ロシア株式会社制度
のミクロ実証研究』岩崎一郎／岩波書店

『比較民事手続法研究』春日偉知郎／慶應義塾
大学出版会

『インドの投資・会計・税務ガイドブック 第3版』
KPMG／中央経済社

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『権力分立 立憲国の条件』阪本昌成／有信堂高
文社

『セクシュアル・マイノリティQ&A』LGBT支
援法律家ネットワーク／弘文堂

『「LGBT」差別禁止の法制度って何だろう？』
性的指向および性自認等により困難を抱えている
当事者等に対する法整備のための全国連合会／
かもがわ出版

『表現の自由とアーキテクチャ』成原慧／勁草書房
『人権法』近藤敦／日本評論社
『戦後史で読む憲法判例』山田隆司／日本評論社
『安保法制から考える憲法と立憲主義・民主主
義』長谷部恭男／有斐閣

『憲法9条と安保法制』阪田雅裕／有斐閣
『社会の「見える化」をどう実現するか 福島第一
原発事故を教訓に』三木由希子／専修大学出
版局

『各種法人の？に答える現場が知りたいマイナン
バー実務対応』佐藤有紀／清文社

『情報公開・開示請求実務マニュアル』坂本団
／民事法研究会

『「憲法改正」の比較政治学』駒村圭吾／弘文堂
『よくわかる緊急事態条項Q&A』永井幸寿／明
石書店

 選挙法　　　　　　　　　　　　　　　　
『改正公職選挙法の手引』選挙制度実務研究会
／国政情報センター

『参議院選挙要覧 平成28年最新版』選挙制度
研究会（東京都）／国政情報センター

『選挙執行経費基準法解説 平成28年版』選挙
管理研究会／ぎょうせい

 行政法　　　　　　　　　　　　　　　　
『行政法 1』大橋洋一／有斐閣
『事例から行政法を考える』北村和生／有斐閣
『行政手続三法の解説 第2次改訂版』宇賀克
也／学陽書房

『条解行政不服審査法』小早川光郎／弘文堂
『行政の組織的腐敗と行政訴訟最貧国 放置国家
を克服する司法改革を』阿部泰隆／現代人文社

『建築紛争 判例ハンドブック』犬塚浩／青林書院
『専門士業と考える弁護士のためのマンション災
害対策Q&A』災害復興まちづくり支援機構／
第一法規

 会計法　　　　　　　　　　　　　　　　
『官公庁契約法精義 2016』有川博／全国官報
販売協同組合

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『BEPS Q&A』21世紀政策研究所／経団連出版
『最近の税務争訟 12』佐藤孝一／大蔵財務協会
『図解国際税務 平成28年版』望月文夫／大蔵
財務協会

『逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイ
ント』安井和彦／税務研究会出版局

『出国税と国外財産調書・財産債務調書の実務
Q&A』税理士法人日本税務総研／中央経済社

『減価償却資産の取得費・修繕費 改訂第7版』
河手博／税務研究会出版局

『「固定資産の税務・会計」完全解説 第5版』
太田達也／税務研究会出版局

『法人税法 12訂版』成松洋一／税務経理協会
『実務借地権課税』梶山清児／大蔵財務協会
『Q&A企業組織再編の会計と税務 第6版』税
理士法人山田&パートナーズ／税務経理協会

『図解グループ法人課税 平成28年版』中村慈
美／大蔵財務協会

『図解譲渡所得 平成28年版』梶山清児／大蔵
財務協会

『公共用地取得の税務 平成28年版』梶山清児
／大蔵財務協会

『図解源泉所得税 平成28年版』影山武／大蔵
財務協会

『図解法人税 平成28年版』影山武／大蔵財務
協会

『図解所得税 平成28年版』小野賢二／大蔵財
務協会

『中小企業の事業承継 7訂版』牧口晴一／清文
社

『事例にみる相続税の疑問と解説』岩下忠吾／
ぎょうせい

『図解相続税・贈与税 平成28年版』梶山清児
／大蔵財務協会

『相続税法』安島和夫／税務経理協会

 地方自治法　　　　　　　　　　　　　　
『裁判例から読み解く自治体の債権管理』青田
悟朗／第一法規

『地方自治の危機と法』榊原秀訓／自治体研究社

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『日本民法典改正案 1』民法改正研究会／信山
社

『Q&A一般社団法人・一般財団法人の会計・
税務ハンドブック』脇坂誠也／清文社

『Q&A隣地・隣家に関する法律と実務』末光祐
一／日本加除出版

『民法（相続関係）等の改正に関する中間試案』
商事法務／商事法務

『離婚をめぐる相談100問100答 第2次改訂
版』第一東京弁護士会人権擁護委員会／ぎょ
うせい

『高齢者支援の新たな枠組みを求めて』草野芳
郎／白峰社

『Q&A成年後見実務全書 4』赤沼康弘／民事
法研究会

『詳解遺産分割の理論と実務』北野俊光／民事
法研究会

『実務解説遺言執行 改訂』遺言・相続リーガル
ネットワーク／日本加除出版

『遺言条項例278&ケース別文例集』遺言・相
続リーガルネットワーク／日本加除出版

『これでわかる！不動産登記記録の見方・読み方』
齊藤明／日本加除出版

『受託者の善管注意義務・忠実義務の再構成』
橋谷聡一／日本評論社

『マンション管理の知識 平成28年度版 マンシ
ョン管理にかかわるすべての人に』マンション管
理センター／マンション管理センター

 商事法　　　　　　　　　　　　　　　　
『現代商事法の諸問題』鳥山恭一／成文堂
『企業集団における内部統制』弥永真生／同文
舘出版

『個人情報管理ハンドブック 第3版』TMI総合
法律事務所／商事法務

『資金調達』伊藤見富法律事務所／商事法務
『定款作成・変更の実務』渥美坂井法律事務所・
外国法共同事業／商事法務

『議事録作成の実務と実践』鈴木龍介／レクシ
スネクシス・ジャパン

『監査役監査の実務と対応 第5版』高橋均／同
文舘出版

『監査役監査のすすめ方 11訂版』重泉良徳／
税務経理協会

『会社計算書面と商業登記』青山修／新日本法
規出版

『会社合併の理論・実務と書式 第3版』今中利
昭／民事法研究会

『株式交換・株式移転の理論・実務と書式 第2
版』土岐敦司／民事法研究会

『損害てん補の本質』中出哲／成文堂

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『その行為，本当に処罰しますか』上田正基／
弘文堂

『リーディングス刑事政策』朴元奎／法律文化社
『ビギナーズ犯罪学』守山正／成文堂
『資料集成横浜事件と再審裁判』横浜事件第三
次再審請求弁護団／インパクト出版会

 裁判事件　　　　　　　　　　　　　　　
『箱館戦争裁判記』牧口準市／北海道出版企画
センター

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　　
『大宮法科大学院大学11年の足跡』佐藤栄学園
『弁護士職務便覧 平成25年度版』東京弁護士
会／日本加除出版

『東京弁護士会夏期合同研究 2016（平成28）
年度』東京弁護士会

『弁護士業務妨害対策マニュアル 2016年版』
神奈川県弁護士会／神奈川県弁護士会弁護士
業務妨害対策委員会

『されど真実は執拗なり 伊方原発訴訟を闘った
弁護士・藤田一良』細見周／岩波書店

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　　
『民事訴訟・執行法の世界』中野貞一郎／信山
社出版

『事例と解説民事裁判の主文』塚原朋一／新日
本法規出版

『書式債権・その他財産権・動産等執行の実務 
全訂14版』園部厚／民事法研究会

『相続・遺言・遺産分割書式体系』梶村太市／
青林書院

『日本版司法取引と企業対応』平尾覚／清文社
『刑事訴訟法詳解』上野魁春／信山社出版
『リーディングス刑事訴訟法』川崎英明／法律
文化社

『捜索・差押えハンドブック』松本裕／立花書房
『被疑者取調べ録画制度の最前線』指宿信／法
律文化社

『警察官のための充実・犯罪事実記載例 第4版』
小川賢一／立花書房

『名張毒ぶどう酒事件自白の罠を解く』浜田寿
美男／岩波書店

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　　
『インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニ
ュアル 第2版』中澤佑一／中央経済社
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『中小企業のための補助金・助成金徹底活用法』
経士会／同友館

『再生可能エネルギービジネスの法律と実務』水
上貴央／日本加除出版

『金融機関のための建設業界の基本と取引のポ
イント』新日本有限責任監査法人／経済法令
研究会

『マネー・ローンダリング規制の新展開』山﨑千
春／金融財政事情研究会

『FinTechの法律』増島雅和／日経BP社
『FinTechビジネスと法25講』有吉尚哉／商
事法務

『ハイブリッド・ファイナンス事典』可児滋／金
融財政事情研究会

『中小企業再生・支援の新たなスキーム』名古
屋中小企業支援研究会／中央経済社

『保険販売の新たな地平』早稲田大学保険規制
問題研究所／保険毎日新聞社

 知的財産法　　　　　　　　　　　　　　
『化学・バイオ特許の出願戦略 改訂7版』細田
芳徳／経済産業調査会

『日本における特許権の取得と侵害に関する実務
解説』倉内義朗／経済産業調査会

『商標審査基準 改訂第12版』特許庁／発明推
進協会

『音楽ビジネスの著作権』前田哲男／著作権情
報センター

『著作物を楽しむ自由のために』岡邦俊／勁草
書房

 通信法　　　　　　　　　　　　　　　　
『BPOと放送の自由』三宅弘／日本評論社

『よくわかるテレビ番組制作の法律相談 第2版』
梅田康宏／日本加除出版

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　　
『個別労働紛争あっせん代理実務マニュアル 改
訂版』前田欣也／日本法令

『最新重要判例200労働法 第4版』大内伸哉
／弘文堂

『経営側弁護士による精選労働判例集 第6集』
石井妙子／労働新聞社

『年間労働判例命令要旨集 平成28年版』労務
行政研究所／労務行政

『予防・解決職場のパワハラセクハラメンタル
ヘルス 改訂』水谷英夫／日本加除出版

『労務専門弁護士が教えるSNS・ITをめぐる雇
用管理』小山博章／新日本法規出版

『マネジメントに活かす歩合給制の実務』西川幸
孝／日本法令

『女性労働・パート労働・派遣労働』宮里邦雄
／旬報社

『ひと目でわかる労働保険徴収法の実務 平成
28年改訂版』三信図書有限会社／三信図書

『労災補償障害認定必携 第16版』労災サポー
トセンター

『建設現場で使える労災保険Q&A 改訂版』村
木宏吉／大成出版社

 社会福祉法　　　　　　　　　　　　　　
『障害者差別解消法事業者のための対応指針
（ガイドライン）』中央法規出版株式会社／中央
法規出版

『改正社会福祉法で社会福祉法人の法務・財務
はこう変わる！』鳥飼総合法律事務所／清文社

『生活保護手帳 2016年度版』中央法規出版
『生活保護手帳別冊問答集 2016』中央法規出版

 医事法　　　　　　　　　　　　　　　　
『金融機関のための医療業界の基本と取引のポ
イント 第2版』長英一郎／経済法令研究会

『明治大学ELM開館記念講演・記念シンポジウ
ム記録集』明治大学ELM運営委員会／明治大
学ELM運営委員会

『医療訴訟ケースブック』森冨義明／法曹会
『医療法人制度の実務Q&A』税理士法人山田
&パートナーズ／中央経済社

『医事法講義』米村滋人／日本評論社

 環境法　　　　　　　　　　　　　　　　
『動物愛護法入門』東京弁護士会公害・環境特
別委員会／民事法研究会

『住環境トラブル解決実務マニュアル』東京弁
護士会／東京弁護士会

 社会保険法　　　　　　　　　　　　　　
『社会保険・労働保険の事務手続』五十嵐芳樹
／清文社

 教育法　　　　　　　　　　　　　　　　
『みんなの学校安全』喜多明人／エイデル研究所

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　　
『国際法資料集 第2版』西谷元／日本評論社
サービスセンター

『戦後賠償』国際法事例研究会／ミネルヴァ書房
『最新クロスボーダー紛争実務戦略』高取芳宏
／レクシスネクシス・ジャパン




